
○　主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○　事実
第一　当事者の求めた裁判
一　請求の趣旨
被告が原告に対し昭和四四年一二月二五日、原告が従前所有していた別紙目録記載
の土地に２いてなした清算金額決定処分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
二　請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二　当事者の主張
一　請求原因
１　原告は別紙目録記載の土地（以下「本件土地」という）の所有者であつたもの
であり、被告は本件土地等を区画整理の対象とする名瀬市都市計画第二次土地区画
整理事業の施行者である。
２　被告は昭和四四年一二月二五日原告に対し、本件土地について「換地を交付せ
ず、金銭をもつて清算する。その清算金額は五万六、九二一円とする。」旨の清算
金額決定処分（以下「本件処分」という）をなした。
３　しかしながら、本件土地は名瀬市内随一の繁華街に存し、換地処分時における
時価は一平方メートル当り六万円、総額にして九六二万三、四〇〇円を下らない。
損失の補償について定める都市計画法六〇条の三の規定は、土地区画整理法三条の
五、二項により都市計画事業として施行する土地区画整理事業についてその適用が
排除されているが、これは土地区画整理法において、いわゆる公法上の損失補償の
理論ないし精神を排しているものではない。すなわち、同法八九条は換地を定める
場合、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応す
るよう定めなければならないとし、同法九一条は宅地地積の適正化について定め
る。また、同法九四条が清算金について定めているのも同趣旨に理解されなければ
ならない。これらの各条文は私有財産を制度的に保障した憲法二九条に基づくもの
であることはいうまでもない。
従つて、本件処分における五万六、九二一円という清算金額は相当な補償をもはる
かに下回る著しく不当なもので、憲法をはじめ前記各条文の解釈、精神にもとる違
法なものであり、取り消されるべきである。
４　なお、原告は行政不服審査法に基づき、昭和四五年三月一二日鹿児島県知事に
対し審査請求をしたが、同年一二月四日棄却され、同四六年一月六日建設大臣に対
し再審査請求をしたところ、これも同五〇年四月六日棄却された。
５　よつて、本件処分の取り消しを求める。
二　請求原因に対する認否
１　請求原因１及び２の事実は認める。
２　同３の主張は争う。
３　同４の事実は認める。
三　被告の主張
１　土地区画整理事業における清算金の徴収または交付は、換地を定めまたは定め
ない場合において生ずる不均衡を是正しようとして行われるものである。清算金の
算定は、従前の土地各筆の価額に、従前の土地の価額の総額に対する換地後の価額
の総額の比を乗じて得た価額（これを「権利価額」という）が最も公平に換地指定
された場合の換地各筆の価額であると考えられ、本件のように換地を定めなかつた
場合においては、右権利価額が交付すべき清算金となるものである。清算金の算定
が合理的でありながら、正当な補償でないという場合は考えられない。
被告は本件土地に対する清算金の算定について、次項以下に述べるように、路線価
式評価方法によつて評価した価額を基礎とし、特に本件土地の利用状況（現に公共
の用に供されている道路）を考慮して行つたもので、右算定は合理的で適正なもの
である。
２　被告は、土地各筆の価額を算定するため、本件土地区画整理事業について内規
として「各筆土地評定価格算定規準」（以下「算定規準」という）を定め、土地評
価方法として路線価式評価方法を採用した。この評価方法は、街路ごとにこれに接
する標準地を選定して、その単位地積に対する価格を指数で表わしたものを当該街
路の路線価とし、これを基礎として同じ街路に属する画地についてその画地の特殊



性に基づいてこれを増減して土地の評価を行うものである。この方法は最も妥当な
評価方法であるとして各地の土地区画整理事業で採用されている。
３　本件区画整理事業において調査したところ、街路（名瀬市路線番号五三）に面
した土地で昭和三七年に坪あたり三万円で取引された事例があり、右価額は適正な
ものと判断されたので、換地後の路線価としてこれを基準に採ることとした。そし
て、本件区画整理地区内の最も繁華街である街路（路線番号四七）について右標準
地と路線価指数を比較してみると、坪あたりの価格は三万三、〇〇〇円余となる。
昭和三七年当時の年間地価上昇率は一〇パーセントと認められたので、右価格を昭
和三六年に引き直してみると（引き直した理由は後述）、坪あたり三万円となる。
これを標準路線価として、右街路の路線価指数一万二、二二六円で除して得た二・
四五円が指数単価である。
つぎに、換地前の土地価額評価はつぎの方法によつた。
本件土地区画整理事業の換地指定は二割減歩という面積主義によつてなされた。換
地によつて幹線道路の位置、公共施設の場所など変つたところもなく、全体的に土
地の価値が八分の一〇すなわち一・二五倍に増進していると見ることができたの
で、整理前の各街路の路線価は、整理前の各街路に照応する整理後の各街路の路線
価を〇・八倍して得られることとなる。
整理後の土地の評価の時点として昭和三六年を基準として採つた理由はつぎのとお
りである。清算金の算定について土地評価の基準時をいつにするかについては清算
金の趣旨から考えなければならない。土地区画整理事業において、清算金の徴収ま
たは交付は、換地を定めまたは定めない場合において生ずる受益の不均衡を是正す
るために行われるものである。従つて、受益または損失の時期を考えるに、仮換地
指定があれば、従前の土地に対する使用収益権限が仮換地指定された土地に移るこ
とになる（土地区画整理法九九条）のであるから、実質的な交換分合が仮換地指定
でなされると見ることができる。また換地計画において換地を定めないこととされ
る宅地について、使用収益の停止処分（同法一〇〇条）がなされた場合あるいは仮
換地指定がなされた場合は仮清算（同法一〇二条）をすることができることに照ら
しても、仮換地指定時を土地評価の基準時とすることは理由のあることである。
しかして、本件区画整理事業においては、仮換地指定は一時にはなされず、昭和三
二年から昭和四〇年にかけてなされているので、全体の公平を保つという見地か
ら、その中間時点である昭和三六年を基準時として採つたものである。
なお、本件土地は、後述するように、公共の用に供されている道路であつたため、
原告あるいは前所有者の使用収益はなされておらず、使用収益停止処分は必要なか
つた。また、本件土地の隣接地周辺の土地の仮換地指定は昭和三五年になされてい
る。
４　本件土地は、本件区画整理事業着手当時、市道として認定された公共用道路上
にあつたので、土地区画整理法九五条一項六号の「公共施設の用に供している宅
地」に該当するものとして同条六項を適用して換地を指定しなかつたものである
が、本件土地の区画整理後の評価は、区画整理前の道路に位置的に相当する街路
（路線番号五四）に面するものとして評価すると、右街路の路線価指数は一万一、
四四二であり、これに指数単価二・四五円を掛けると二万八、〇〇〇円（端数切り
捨て）となり、これが右街路の坪あたりの路線価となる。従つて本件土地の換地前
の価額は、その〇・八倍すなわち坪あたり二万二、四〇〇円（一平方メートルあた
り六、七七六円）と評価された。
５　ところで、本件土地はもとカトリツク教会の私道として狭い道路てあつたの
を、名瀬町長が昭和一〇年ないし一一年ころ、町道として整備すべく本件土地ほか
一連の用地を買収し工事を行い、こうして町道（後に市制が布かれるとともに市道
となる）として開設されて以来平穏に一般交通の用に供され、本件土地区画整理事
業までその状態が継続してきたものである。道路としての供用開始手続がいかにな
されたかは現在資料が散逸し、具体的に明らかにすることはできないが、道路開設
以来平穏に一般交通の用に供される状態が永続し、課税の対象となつていなかつた
こと、地代、土地使用料に類するものも支払われておらず、道路が開設されて原告
から換地指定の申し入れがなされるまでの間、権利を主張する者は誰もなかつたこ
と、本件土地以外にも道路敷となつている私人登記名義の土地が相当あつたがこれ
についても権利を主張する者がなかつたこと、時効制度の存在理由の一つとして永
続した事実は事実上正当な根拠に基づくものである蓋然性が高いからであるといわ
れているが、本件土地についても前記のような事実を合わせ考えると道路供用に際
して適法な権原取得があつたものと推定される。



道路としての使用権原取得原因であるが、本件土地周辺の道路敷地が昭和九年ころ
から昭和一一年ころにかけて分筆され、売買を原因として名瀬町に所有権移転登記
がされている。本件土地は昭和一一年七月五日に旧土地台帳上分筆され、昭和一三
年三月一日に分筆登記されているが、所有権移転については未登記のままになつて
いた。しかし、右分筆の時期からみて他の前記土地と同じ機会に道路敷として使用
するため分筆手続がなされたものと推定でき、かつ所有権取得原因も他の土地と同
様売買であつたと推定される。本件土地についての分筆手続に関する資料は現存し
ていないところであるが、その分筆登記が当時の名瀬町の嘱託でなされたものであ
るならば、代位原因を証する書面として土地の一部について所有権を移転する旨の
所有者の承諾書あるいは売買契約書が登記手続上必要であり、従つて本件土地のも
との所有者であるＡは所有権移転を承諾していたと推定される。また仮に右分筆が
Ａの申請によるものであるとすれば、分筆部分が道路沿いの細長い形であること、
右Ａは本件土地が道路敷になつたのを知つていたと考えられることからみて、所有
者において道路敷とすることを了解の上分筆手続をとつたものと考えられ、所有権
移転を承諾していたものと推定される。
仮に、本件土地に対する名瀬町の所有権取得が認められないとしても、道路を開設
するのは敷地所有権を取得してなすのが原則であるから、道路の管理は道路敷地に
対して所有の意思をもつてする占有とみることができ、従つて被告は遅くとも昭和
三一年ころには本件土地を時効取得していたことになる。本件においては、昭和三
七年一〇月三〇日に前所有者から原告に対し所有権移転登記がなされたため被告に
おいて時効の援用をすることが無意味となつたが、もし原告への所有権移転登記が
なければ被告は本件土地に対する時効を援用することにより使用権原を主張できた
関係にあつた。権原取得を対抗できなくなつたという点では、本件は最高裁昭和四
四年一二月四日第一小法廷判決（民集二三巻一二号二四〇七頁）のケースと共通し
ている。本件においては積極的な時効援用はなかつたのであるが、永続した事実状
態の保護を図る時効制度の趣旨からみて、永年にわたり平穏公然と一般交通の用に
供されてきた事実を考えれば、道路法四条は本件にも当然適用あるものと解すべき
であり、前掲最判の趣旨は本件にも妥当するということができる。
また、本件土地周辺の道路敷地が旧道路法の適用下において国ではなく市町村によ
つて取得されていることから、道路敷が公共団体名義の道路は旧道路法にいう道路
でなく単なる私道であるとされたとしても、現行道路法においては、県市町村道敷
は管理者である公共団体が権原を取得するものとされているのであるから、現行法
の適用に伴いその瑕疵は解消されたことになる。永続して市町村道として管理さ
れ、公衆の通行の用に供されてきたという事実のもとでは、道路認定、供用の手続
に多少の瑕疵があつたとしても治癒されると考えるべきであり、少なくともその道
路の果している公共的役割からみて、私権の行使を制限する道路法四条の規定は類
推適用されるべきである。
６　本件土地は、右に述べたように道路敷地として公共の用に供されてきたもの
で、土地区画整理法九五条一項六号の「公共施設の用に供している宅地」に該当す
る。かかる土地を使用収益することは例え所有者であつても不可能である。このよ
うな土地を一般の土地と同様に評価することは同法九四条の趣旨からも適当でな
く、土地の評価に際して大幅な減額をうけるのは止むを得ない。
また、通常の土地評価法として取引事例比較法と収益還元法があるといわれている
が、道路敷である土地について取引されることは稀であり、しかも何ら収益を得て
いなかつたのであるから通常の評価方法で評価することはできない。
清算金の算定は、目的たる土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総
合的に考慮して額を定めるべきものである（土地区画整理法九四条）。そこで被告
は、他都市の例などを参考にしながら、本件土地区画整理事業において、換地を定
めない土地の評価について従前地の形状または利用状況を勘案して算定規準を設け
た。これによれば、いわゆる私道等の換地を与えない土地については登記簿記載の
地目によつて区分し、それぞれ該当路線価に次の比率を乗じて算定することにな
る。
（一）　有租の宅地であつたもの　百分の二〇
（二）　免租の宅地であつたもの　百分の五
（三）　田、畑であつたもの　百分の三
（四）　公衆用道路であつたもの　百分の二
本件土地の換地前の路線価は前述したとおり一平方メートルあたり六、七七六円と
評価されたが、本件土地は免租の宅地であつたから、右算定規準に従い、右評価額



に百分の五を乗じ基準地積一六〇・三九平方メートルを掛けて評価額五万四、二一
一円を得た。
一方、本件事業区域内の換地前の評定価額の総額と、換地後の評定価額の総額の比
率は一・〇五となつたので、本件土地の評定価額五万四、二一一円に一・〇五を乗
じた五万六、九二一円をもつて本件土地の権利価額とし、この金額を原告に交付す
べき清算金として算定したものである。
なお、右評価及び清算金の算定については評価員の意見を聞いて適正になされたも
のである（土地区画整理法六五条）。
百分の五を乗ずることについては、他都市の例でも百分の一〇以下を乗ずるとされ
ていること、本件においては私道ではなく市道であつたこと、何らかの事情で所有
権移転登記が未了であつたけれども被告において適法に使用権原である土地所有権
を取得していたと推定される事情にあること、無租地でありかつ地代等は支払われ
ていなかつたことなどに照らすと、本件土地の許算金の算定方法として相当な方法
であつたといえる。
また、原被告間には、本件土地について原告の所有権を確認する確定判決が存在す
るが、そのことは右のような減額算定をすることにいささかも差し支えるものでは
ない。道路敷地は道路敷地の状態で取引の対象とはなるが、それは道路としての効
用を妨げない限度において、即ち道路法の制限内（道路法四条参照）でのみ私権の
対象となるにすぎず、いわゆる公用負担付所有権としてその利用価値が大幅に低下
するものである以上、その評価にあたつてもかかる制限のない土地に較べて大幅な
減額を受けるのも止むを得ない。
７　以上述べたところで明らかなように、本件清算金の算定は合理的な方法でなさ
れたもので、違法とすべき事情は何ら存しないから、原告の本訴請求は理由がな
い。
四　被告の主張に対する原告の認否及び反論
１　被告の主張のうち、本件土地について被告に対する所有権移転の登記がなされ
た事実がなく、原告の前所有者から原告に対し昭和三七年一〇月三〇日所有権移転
登記がなされたこと、原被告間に本件土地について原告の所有権を確認する確定判
決が存すること、被告は本件土地を道路として永年使用してきたことは認め、その
余は争う。
２　本件土地について被告がなした清算金の算定では一平方メートルあたり約三五
四円となるところ、鑑定人Ｂの鑑定によれば、本件土地付近の土地の一平方メート
ルあたりの時価は昭和四四年一二月（本件処分当時）において八万八、五一〇円、
昭和五〇年一一月において二三万七、六七〇円であり、右清算金との差は余りに大
きく、その差は路線価方式評価法なる算定方法によつても合理的に説明できないも
のである。
３　土地区画整理法九五条一項六号の「公共施設の用に供している宅地」とは道路
を含まないと解すべきである。道路が廃止になれば更地としての宅地となり、その
地上には何ら公共施設もないからである。
４　被告が本件土地に対してなした道路用地としての供用開始手続は次の事実から
みて違法である。また、その違法は道路として永年使用されてきたという事実によ
つても治癒されるものではない。
（一）　被告は本件土地を道路敷地として使用開始する以前にもまたその後今日に
至るまで土地所有者に対し何らの金員も支払つていない。
（二）　原告は借地上に建物を所有しているが、昭和三六年ころ地主から明渡を要
求されたため移転先を物色していたところ、Ｃの所有地を被告が道路として使用し
ており、都市計画としての土地区画整理事業が近々行われ、道路供用が廃止になる
ことを知り、そうなれば換地が与えられることになるはずであるとの認識のもとに
本件土地を買入れ所有権移転登記を了したものである。右Ｃは右登記手続前被告に
対し代理人を通じて換地または買上げを申し入れていたのであるが、被告が本件土
地について適法に所有権取得していたのであれば、名義がＣの時期に所有権移転禁
止の仮処分をするとか直ちに本訴を提起することができたにもかかわらずこれをし
なかつた。
（三）　原被告間の前記確定判決の存する鹿児島地方裁判所名瀬支部昭和三九年
（ワ）第一五号土地所有権確認請求事件において、原告は「本件土地は名瀬市土地
区画整理事業の施行区域内に存するので、右事業施行者である被告は、当然右土地
に対する換地計画を定めて換地処分を行わなければならないのにかかわらず、被告
は原告が再三換地処分を求めるも、右土地が従来道路敷地として使用されていたこ



とから原告の所有権につき疑惑を抱くものの如く換地処分をなさないのみか事件を
あいまいに葬り去らんとしているので、右土地が原告の所有である旨の確認を求め
るため本訴に及んだ」旨主張したのに対し、被告は何らこれを争わなかつた。被告
が本訴で主張しているように、本件土地についての権原取得が適法であるならば、
右事件においてその事実を立証すべきであつた。右事件における被告の防禦のやり
方はかえつて双方が立証をつくせば道路敷地の権原取得の違法性が露見するのを恐
れていたやにみえなくはない。
（四）　地方公共団体が他人の所有地を道路にしようとする場合敷地の所有権を取
得するのが原則であり、その場合、代金と引換えに所有権移転登記手続に必要な書
類に所有者の署名捺印をさせるのが通常である。しかるに被告は二〇数年にわたつ
て登記移転手続をすることなく放置してきた。
（五）　本件土地区画整理事業において私人に登記名義が残つていた公共用道路敷
の所有者のうち、
前記算定規準による清算金の算定に不服であつたのは原告一人ではない。
第三　証拠（省略）
○　理由
本件土地はもと原告の所有であつたこと、被告は昭和四四年一二月二五日名瀬市都
市計画第二次土地区画整理事業において、原告に対し本件土地について「換地を交
付せず、金銭をもつて清算する。清算金額は五万六、九二一円とする。」旨の本件
処分をなしたこと、原告は行政不服審査法に基づき昭和四五年三月一二日鹿児島県
知事に対し審査請求をしたが、同年一二月四日棄却され、昭和四六年一月六日建設
大臣に対し再審査請求をしたところ、これも昭和五〇年四月六日に棄却されたこと
は当事者間に争いがない。
二　まず、土地区画整理法（以下「本法」という）における清算金の制度について
検討するに、土地区画整理事業の換地計画において換地を定める場合、換地及び従
前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなけ
ればならないとされているが（本法八九条）、具体的な整理事業においては、従前
の宅地に厳密には照応しない換地が定まり、もしくは換地が存しないことも生じう
るので、このような場合における施行地区内権利者相互間の不均衡を是正する必要
が生ずる。このように、従前の宅地に対し法の定める標準に照応した客観的換地
と、現実に施行者によつて定められる換地との間に過不足が生ずる結果、権利者相
互間において、照応する客観的換地に対し現実に定められる換地の価格が大である
ために不当に利益を受ける者や、現実に定められる換地の価格が小であるか、換地
が定められないため何らの代償なくして客観的換地の一部または全部を失うと同一
の損失を受ける者が出てくるので、このような施行地区内の宅地について換地処分
の結果生ずる不均衡を過不足なく公平ならしめるため、施行者は過不足額を不当に
利得した者から徴収し、損失を受けた者に交付し、もつて金銭で清算しようとする
ものが清算金の制度であると考えられる。
従つて、清算金の徴収は実質的にみて不当利得金の徴収であり、清算金の交付は実
質において損失補償金の支払であるということができる。
三　本法九四条は、清算金算出の標準として、従前の宅地と換地の位置、地積、土
質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮すべきことを要求するところである
が、清算金の制度は当該土地区画整理事業施行地区内の土地を一体として右施行地
区内における権利者相互間の不均衡を是正しようとするもつであるから、単に個々
の権利者の従前の宅地と換地との各評定価額を比べ、その差額を徴収または交付す
るという方式は採りえず、施行地区内における換地についての宅地価額の総額と従
前地についての宅地価額の総額とを比較し、前者の後者に対する比を各従前地の評
定価額に乗じていわゆる権利価額を求め、これが換地各筆の評定価額と一致するな
らば最も公平に換地指定がなされたこととなり、右権利価額と現実に指定された換
地各筆の評定価額との差が清算金として徴収または交付されることとなる。そし
て、本件の如く換地を指定しなかつた場合には右権利価額が清算金として従前の宅
地の権利者に交付すべき金額となるものである。
従つて、施行地区内の宅地権利者は換地処分の結果損失を受けても、右各宅地の価
額の評価が適正になされる限り、清算金の制度によりその損失を完全に補償される
ものといわなければならない。
四　すすんで本件清算金算定の基礎となる被告の宅地価額評価の当否を検討する。
本法六五条によれば、市町村は換地計画において清算金を定めようとする場合にお
いては土地の価額を評価しなければならないものとし、その評価については市町村



長が土地区画整理審議会の同意を得て選任した評価員の意見を聞かなければならな
いと定めているが、市町村のなすべき土地評価の方法そのものについては何らの規
制もない。
成立に争いのない乙第一〇号証、証人Ｄの証言によれば、本件土地区画整理事業に
おいて、被告は評価員の意見を聞いたうえ内規として「各筆土地評定価格算定規
準」を定め、土地評価方法として路線価式評価方法を採用したことが認められる。
ところで、土地区画整理事業を施行するうえで施行者が決定すべき土地の価額は、
施行地区内の各土地について平等な計算方法によつたというだけでは足りず、公平
な方法によつて算出された結果が客観的な取引価格に一致するものでなければなら
ないことはいうまでもない。
そこで、客説的な取引価格を決定する方法として従来、各土地の標準純収益を基礎
として評価額を求めんとする客観的収益価格評価方法、実際の売買価格を比較して
評価額を求めんとする売買価格比較法、各土地の実際の有形的状態について実情調
査を行い、練達者の経験を基礎として達観して直接に価格を評価するいわゆる達観
式評価法等が主張されているが、土地区画整理事業においては、大量の筆数の各土
地について一定の基準時における価格を公平に算定する必要があり、しかも従前地
及び換地双方について同種の価格算定方法を採用しなければならないものである
が、以上の評価方法はいずれもその要請に応えることが困難である。これに対し、
路線価式評価方法は他の評価法のもつ難点を克服し、土地区画整理事業に伴う比較
的短期日の間に大量の土地を同一時点で評価し、しかも右土地間のバランスをはか
る要請に応える合理的な評価方法ということができる。
五　成立に争いのない乙第二〇号証の一、二、証人Ｄの証言によると、被告は本件
土地区画整理事業において調査したところ、施行地区内の仮換地指定中の土地で路
線番号五三の街路に面するものが昭和三七年七月に坪あたり三万円で取引された事
例があり、精通者の意見等を参酌して、右土地の取引価格をそのまま坪あたり三万
円と評定したことが認められる。
また、成立に争いのない乙第一五号証、第一八号証の二、三、証人Ｄの証言による
と、右土地の面する街路の路線価指数は一万一一〇九、施行地区内の最も繁華街で
ある路線番号四七の街路の路線価指数は一万二二二六となることが認められ、右各
指数を比較すると後者の価額は坪あたり三万三、〇一六円（３０、０００円×１
２、２２６／１１、１０９＝３３、０１６円未満切り捨て）となる。
六　証人Ｄの証言によると、本件土地区画整理事業において仮換地指定は一時にな
されず、昭和三二年から昭和四〇年にかけてなされているので、被告は全体の公平
を保つという見地からその中間時である昭和三六年七月一日を土地評価の基準時と
して採用したことが認められる。
清算金の制度は、前述したとおり、換地を定めまたは定めない場合に生ずる受益の
不均衡を是正するものであるから、施行地区内の権利者に受益または損失が生ずる
時期をもつて土地評価の基準時とするのが相当である。そして、仮換地指定があれ
ば従前の土地に対する使用収益権限が仮換地指定された土地に移転するのであるか
ら（本法九九条）、施行地区内権利者の受益または損失は実質的な交換分合たる右
仮換地指定によつて生ずるものと解される。これは、本法一〇二条が仮換地指定が
あれば仮清算できる旨規定することに照らしても理由のあるところである。
そうすると、被告が全体の公平を保つという見地から、本件整理事業において仮換
地指定がなされた中間時点である昭和三六年を土地評価の基準時としたことは適正
なものといえる。
ところで、証人Ｄの証言によれば、当時土地の時価は一年に一〇パーセント上昇し
たことが認められる。
従つて、最も繁華街である右路線番号四七の街路の価格を右基準時である昭和三六
年に引き直すと坪あたり三万〇、〇一四円（３３、０１６円×１０／１１＝３０、
０１４円、円未満切り捨て）となり、被告がこれを三万円として標準路線価とした
ことは適正なものといえる。
そうすると、右街路の路線価指数は前述したとおり一万二二二六であるから、指数
一個あたりの価格（指数単価）は二・四五円（小数三位以下切り捨て）となる。
七　証人Ｄの証言によると、被告は土地区画整理審議会及び評価員にはかつたう
え、本件整理事業において二割減歩という面積主義を採用したこと、換地によつて
幹線道路の位置、公共施設の場所など変更されたところもないことが認められ、こ
れによれば換地前の土地の価格は本件整理事業により八分の一〇すなわち一・二五
倍に増進したものとみることができる。



従つて、換地前の各街路の路線価は右各街路に照応する換地後の各街路の路線価を
（〇・八倍して得ることができる。
八　前掲乙第一五号証、成立に争いのない乙第一八号証の四によれば、本件土地が
換地前街路に面するらのとすると、その街路に位置的に相当する換地後の街路（路
線番号五四）の路線価指数は一万一四四二となることが認められるので、換地後の
右街路の坪あたりの路線価は前記指数単価二・四五円に右指数一万一四四二を乗じ
た二万八、〇三二円（円未満切り捨て）となる。従つて、被告がこれを二万八、〇
〇〇円と決定したことは適正である。
そして、これを〇・八倍すると、本件土地についての換地前の街路の路線価である
坪あたり二万二、四〇〇円（一平方メートルあたり六、七七六円）が算出される。
九　本件土地が本件土地区画整理事業前道路として永年利用されてきたものである
こと、しかして、本件土地につき被告が所有権取得の登記を経たことがなく、原告
の前所有者から原告に対し昭和三七年一〇月三〇日所有権移転登記がなされている
ことは、いずれも当事者間に争いがない。
成立に争いのない甲第一号証、同乙第二（原本の存在とも争いがない）、第四、第
六ないし第八号証、第九号証の一ないし四、第一四、第一九、第二八ないし第三六
号証、証人Ｄ、同Ｅ（第一、二回）、同Ｆ、同Ｇの各証言を総合すると、本件整理
事業開始時において本件土地は市道の一部として利用されていたこと、右市道は、
もと同所にカトリツク教会の私道があつたのを、被告（当時名瀬町）が昭和九年な
いし昭和一一年ころ町道として拡幅工事を行い、幅員二・六ないし四・五メートル
の通称天文館通りと呼ばれる本件施行地区内二番目の繁華街として、市制実施後も
一般通行の用に利用されてきたこと、本件土地が町道敷となるについての関係書類
は戦災や昭和三〇年の大火などの際に粉失したものと考えられ、現存しないこと、
右道路の一部について被告が昭和三三年四月一日市道路線の廃止を行つているこ
と、本件土地の周辺の土地で本件土地同様右天文館通りの敷地となつているものに
ついて、昭和九年から昭和一一年にかけて旧土地台帳上及び登記薄上分筆手続が行
われ、そのころ売買を原因として名瀬町に所有権移転登記がなされていること、本
件土地は当時Ａの所有名義である名瀬市＜地名略＞の土地の一部であつて、道路敷
相当部分である本件土地が昭和一一年七月五日旧土地台帳上分筆され、昭和一三年
三月一日には分筆登記がなされたものの、名瀬町に対する移転登記はなされなかつ
たこと、本件土地について地代、土地使用料に類するものが支払われておらず、固
定資産税が課せられていなかつたこと、本件土地について昭和一七年五月七日右Ａ
からＣに家督相続による所有権移転があり、昭和三七年一〇月二七日付でその旨の
登記を経た後、同年九月一五日の売買を原因として同年一〇月三〇日右Ｃから原告
に所有権移転登記がなされているが、右Ｃは本件整理事業開始時、被告から換地を
与えないことについて同意を求められたことから初めて道路敷となつているＡ名義
の本件土地が存在することを知つたもので、その当時本件土地がどこに位置するか
も知らなかつた状態であつたこと、本件土地が道路敷とされていることについて権
利者から異議が申立てられたことがないことが認められ、右事実に弁論の全趣旨を
勘案すると本件土地は昭和一一年ころには被告（当時名瀬町）により道路敷として
適法に買収され、道路拡幅工事が施されて道路管理者たる名瀬町長が町道として認
定したうえ供用開始の告示を行い、以後管理してきたものと推認することができ、
ただ、被告がその所有権移転登記を了する前に前所有者の承継人から原告に移転登
記が経由されているので、被告はその所有権取得をもつて原告に対抗できない関係
にあるものと認められる。
成立に争いのない甲第一六、第一七号証並びに前記Ｇの証言中、名瀬町が本件土地
を取得するについて代金を支払つていない旨の供述がなされている部分は、前掲乙
第六、第七、第二九ないし第三六号証に照らしにわかに措信できない。
ところで、旧道路法上市町村道の敷地の所有権は国に帰属するものとされている
が、本件土地は名瀬町名義で取得されている。しかし、町道の敷地を町名義で取得
していたとしても、当該町長が実体的にはこれを国に帰属するものとして国の機関
として管理しているときは、これをもつて旧道路法上の道路と解することが可能で
ある。また、現行道路法では市町村道はその管理主体である市町村がその敷地利用
権を取得することとされているので、現行道路法のもとでも道路法上の道路と解し
てよい。
一〇　本件土地は、前項説示のとおり、市道の敷地として公共の用に供されてきた
もので、本法九五条一項六号の「公共施設の用に供している宅地」に該当する。成
立に争いのない乙第五号証、証人Ｄの証言によれば、本件土地を敷地とする道路に



ついて、本件土地区画整理事業の施行により右道路に代るべき道路が設置され、そ
の結果本件土地を敷地とする道路部分は廃止されることが認められるので、本件土
地については同条六項により換地を定めないことかできる。
原告は、道路は同条一項六号にいう公共施設に該らない旨主張するが、本法二条五
項では道路は公共施設である旨明言し、右九五条一項六号において特にこれと解釈
を異にする根拠は見出し難いので、原告の右主張はこれを採ることができない。
本件土地がこのような市道敷であるとき、清算金を算定するにあたつて一般の宅地
と同様に評価することはできず、大幅な減額を行つて評価することはやむを得ない
ところである。
前掲乙第一〇号証、証人Ｄの証言によれば、被告は評価員及び土地区画整理審議会
の意見を聞いたうえ、前記算定規準において、いわゆる私道等の換地を与えない土
地について、登記薄上の地目及び公租の有無によつて区分し、免租の宅地であつた
ものについては該当する路線価に一〇〇分の五を乗じて算定することとしたことが
認められる。
免租の宅地であつた私道等について一律に一〇〇分の五を乗ずることは検討の余地
があるところである。このような私道等であつても、その道路の法的性質、形状、
利用状況等により種々のものが考えられ、それにより評価を異にするのが妥当であ
ると考えることもできるからである。
しかしながら、前記説示のとおり、被告は本件土地の所有権取得を原告に対抗でき
ない関係にあるが、本件土地については原告に所有権移転登記がなされる以前既に
市道として適法に開設されていたものであるから、市道が廃止されない限り依然と
して私権の行使につき制限を受けていたものであること（道路法四条参照）、本件
土地を道路敷とする市道は前述したとおりの形状、利用状況であつたことに鑑みる
と、本件土地の換地前の評価として路線価に一〇〇分の五を乗じることは適正なも
のといいうる。
そうすると、前述した本件土地の一平方メートルあたりの路線価六、七七六円に一
〇〇分の五を乗じた三三八円（円未満切り捨て）が本件土地の一平方メートルあた
りの価格であり、これにその地積一六〇・三九平方メートルを乗じた五万四、二一
一円（円未満切り捨て）が本件土地の換地前の評定価額となる。
成立に争いのない乙第一二号証、証人Ｄの証言によると、本件施行地区内の換地前
の評定価額の総額と、換地後の評定価額の総額との比率は一・〇五（小数三位以下
切り捨て）であることが認められるので、本件土地の権利価額は右評定価額に一・
〇五を乗じた五万六、九二一円（円未満切り捨て）となり、これが原告に交付すべ
き清算金となる。
鑑定の結果によれば、本件土地付近の土地の一平方メートルあたりの時価は平均し
て昭和四四年一二月当時八万八、五一〇円、昭和五〇年一一月当時二三万七、六七
〇円であることが認められるところであるが、右鑑定は換地後の一般の宅地を評価
したものであつて、本件土地の市道敷としての形状等を考慮したものでなく、また
評価の基準時は前述したとおり昭和三六年とするのが相当であるから、右鑑定の結
果をもつて右清算金算定が不当であるということはできない。
以上要するに、被告のなした本件土地についての清算金の算定は適正なものと認め
ることができる。
一一　よつて、本件処分を違法として取り消しを求める本件請求は理由がないから
これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用して主
文のとおり判決する。
（裁判官　大西浅雄　林　五平　森高重久）
（目録　省略）


